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●土木費 ２１６円
道路・公園・住宅などまちづくりのために

●総務費 １２０円
文化芸術・スポーツ、
防災や生活安全のために

●民生費 ４４０円
保育園運営費、高齢者や障害の
ある方など福祉の充実のために

●教育費 １００円
小中学校教育や図書館などの
運営のために

民生費

440円

土木費

216円

総務費

120円 教育費

100円
衛生費

77円
公債費

23円

産業経済費

16円

その他 8円

など・・・

品川区の歳出を1,000円にたとえると・・・

区の収入の３割を占める住民税・・・

どのように使われているかご存知ですか？

社会の一員として、

しっかり納期を

守って税金を納付

していこう！

住民税第３期の納期限です 納付に便利な口座振替をお勧めします！１０月３１日は

品川区

私たちの暮らしに

たくさんの税金が

使われているのねぇ



●課税に関すること ℡（5742）6663～6
●納税に関すること ℡（5742）6671～3

●証明書に関すること ℡（5742）6662

住民税相談のご案内 受付時間

月曜～金曜
午前8時30分から午後5時
ただし火曜日は午後7時まで（祝日は休み）

期間中は各種イベントも開催されます。

この機会に税金のしくみや役割を知り、税の知識を深めてみませんか。

税 を 考 え る 週 間 ！

公的年金収入はいくらから税金（住民税）の対象になるの？

※１ 天引きされている介護保険料等も含む金額です。

障害基礎年金・遺族年金は含みません。

※２ 年齢は、その年の１月１日現在です。

年金Q＆A

公的年金は一年間で受け取った金額（※１）によって住民税がかかります。

税金をわかりやすく説明します。

税について理解を深めて頂くため、
ＰＲ活動を行います。

税の制度や仕組みのパネル展示、中学生の
「税についての作文」を掲示します。

ふれあい寄席は事前申し込みが必要です。

○11月10日（月）～18日（火）
○区役所本庁舎と防災センターを
つなぐ３階連絡通路

○11月11日（火）14時～

○きゅりあん大会議室
（主催：品川青色申告会

℡３４７４－７５６４）

○11月14日（金）14時～
○スクエア荏原大会議室
（主催：荏原青色申告会
℡３７８３－３４９４）

○11月11日（火）～11月14日（金）の期間に実施。
○JR五反田駅、北品川商店街、東急武蔵小山駅周辺
（主催：品川、荏原納税貯蓄組合）

○10月17日（金） 17時20分～
○きゅりあん大ホール
（主催：品川法人会 ℡３４７４－７４４９）

○11月13日（木） 18時00分～
○スクエア荏原 ひらつかホール
（主催：荏原法人会 ℡３７８３－９９００）

1,713,334円を超えた時

受給者の年齢（※２） 扶養家族なしの場合 扶養家族が１人いる場合

６５歳以上 1,550,000円を超えた時 2,110,000円を超えた時

６５歳未満 1,050,000円を超えた時


